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兵庫県告示第722号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により、申出（有効期限の更新）のあっ

た次の医療機関を救急病院と認定した。 

  令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 名 称  独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院 

所 在 地  神戸市北区惣山町二丁目１―１ 

認 定 年 月 日  令和６年７月１日 

認定の有効期限  令和９年６月30日 

２ 名 称  医療法人社団尚仁会 平島病院 

所 在 地  三田市天神１丁目２番15号 

認 定 年 月 日  令和６年７月22日 

認定の有効期限  令和９年７月21日 

３ 名 称  医療法人社団一葉会 佐用共立病院 

所 在 地  佐用郡佐用町佐用1111番地 

認 定 年 月 日  令和６年７月25日 

認定の有効期限  令和９年７月24日 

 

兵庫県告示第723号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

  令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

神戸市八多土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        松 原 知 紀      神戸市北区八多町中347番地 

    同         榎   博 司      同 市同区八多町上小名田153番地 

    同         畑   一 彦      同 市同区八多町上小名田313番地 

    同         北 垣   武      同 市同区八多町吉尾169番地 

    同         安 場 啓 二      同 市同区八多町吉尾77番地 

    同         下 浦 正 士      同 市同区八多町附物803番地の２の１ 

    同         平 谷 昌 夫      同 市同区八多町附物205番地 

    同         向 井 義 一      同 市同区八多町屏風66番地の１ 

    同         下 澤 雅 雄      同 市同区八多町屏風32番地 

    同         奥 町 英 世      同 市同区八多町屏風1331番地 

    同         北 本 幸 之      同 市同区八多町西畑505番地 

    同         中 西 規 夫      同 市同区八多町西畑50番地の１ 

    同         小 西 治 夫      同 市同区八多町深谷46番地 

    同         野 平 敏 昭      同 市同区八多町深谷509番地 

   監 事        西 野 耕 一      同 市同区八多町吉尾233番地 

    同         上 仲 良 一      同 市同区八多町深谷34番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        松 原 知 紀      神戸市北区八多町中347番地 

    同         榎   博 司      同 市同区八多町上小名田153番地 

    同         畑   一 彦      同 市同区八多町上小名田313番地 

    同         北 垣   武      同 市同区八多町吉尾169番地 

    同         安 場 啓 二      同 市同区八多町吉尾77番地 

    同         下 浦 正 士      同 市同区八多町附物803番地の２の１ 
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    同         平 谷 昌 夫      同 市同区八多町附物205番地 

    同         向 井 義 一      同 市同区八多町屏風66番地の１ 

    同         下 澤 雅 雄      同 市同区八多町屏風32番地 

    同         奥 町 英 世      同 市同区八多町屏風1331番地 

    同         北 本 幸 之      同 市同区八多町西畑505番地 

    同         中 西 規 夫      同 市同区八多町西畑50番地の１ 

    同         小 西 治 夫      同 市同区八多町深谷46番地 

    同         野 平 敏 昭      同 市同区八多町深谷509番地 

    同         村 田 靖 子      同 市同区八多町上小名田414番地 

    同         常 澤 聡 美      同 市同区八多町西畑283番地  

   監 事        平 山 英 敏      同 市同区八多町附物1134番地 

    同         奥 田 健 司      同 市同区八多町西畑642番地 

    同         三 宅 惠 子      西宮市東山台４丁目18番地11 

 

兵庫県告示第724号  

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

土地改良区の名称 認可年月日 

明石堀割土地改良区 令和６年４月22日 

 

 

兵庫県告示第725号  

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

土地改良区の名称 認可年月日 

蛸草土地改良区 令和６年４月30日 

 

 

兵庫県告示第726号  

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

土地改良区の名称 認可年月日 

西池土地改良区 令和６年４月30日 

 

 

兵庫県告示第727号  

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 
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土地改良区の名称 認可年月日 

見性寺井堰土地改良区 令和６年４月30日 

 

 

兵庫県告示第728号  

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

土地改良区の名称 認可年月日 

東 田土地改良区 令和６年４月30日 

 

 

兵庫県告示第729号  

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

土地改良区の名称 認可年月日 

内原土地改良区 令和６年４月30日 

 

 

兵庫県告示第730号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の４第１項の規定により、次の県営土地改良事業を行うため、緊

急防災工事計画を令和６年７月18日に定めたので、緊急防災工事計画書の写しを縦覧に供する。 

 この計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事に対

して審査請求をすること、及びこの計画を定めたことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、神戸地方

裁判所に対し、兵庫県を被告として、この計画の取消しの訴えを提起することができる。 

 なお、審査請求のみをした場合には、この計画の取消しの訴えは、その審査請求に係る裁決書を受け取った

日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができる。 

  令和６年７月30日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

事 業 名 地 区 名 縦覧の期間 縦覧の場所 

農村地域防災減災事業 大村皿池地区 
令和６年７月30日から 

同 年８月19日まで 
三木市役所 

 

 

兵庫県告示第731号 

 次の建設業者の所在を確知できないので、建設業法（昭和24年法律第100号）第29条の２第１項の規定により、

その旨公告する。 

 この公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、同条同項の規定により公告の日か

ら30日を経過した日をもって当該建設業者の許可を取消す。 

  令和６年７月30日 
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兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 建設業者の商号、代表者の氏名、営業所の所在地、許可番号及び許可年月日 

商 号  株式会社神西 

代表者氏名  由 良 英 男 

事務所所在地  西宮市山口町下山口三丁目２番３号 

許 可 番 号  兵庫県知事第220063号 

許可年月日  令和３年６月10日 

２ 申出先 

兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課 

〒662－0854 西宮市櫨塚町２―28 

電話（0798）39－1543・1545 

 

兵庫県告示第732号 

 平成20年兵庫県告示第918号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

  令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

 猪野々(2)Ⅰ（126010024）の項中別図24を次の図面のとおり改める。 

 （「次の図面」は省略し、兵庫県土木部砂防課、但馬県民局養父土木事務所及び朝来市役所に備え置いて縦覧

に供する。） 

 

兵庫県告示第733号 

 平成31年兵庫県告示第175号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

  令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

 妙楽寺(4)（急）Ⅰの項中別図86を次の図面のとおり改める。 

 （「次の図面」は省略し、兵庫県土木部砂防課、但馬県民局豊岡土木事務所及び豊岡市役所に備え置いて縦覧

に供する。） 

 

兵庫県告示第734号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の

規定により、令和元年兵庫県告示第185号（土砂災害特別警戒区域の指定）の一部について、次のとおり指定を

解除する。 

  令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

名   称 指定を解除する区域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

山田下谷Ⅰ 

（234010080） 

神崎郡神河町山田（別図85

のとおり） 
土石流 別図85のとおり 

 

 

兵庫県告示第735号 

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）第40条の規定に

より、支援法人を次のとおり指定した。 

  令和６年７月30日 
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兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

住宅確保要配慮者居住支援法人 

名称 住所 事務所の所在地 指定年月日 

株式会社スリーマイ

ンド 
伊丹市中野東２丁目271 伊丹市中野東２丁目271 令和６年７月17日 

 

 

兵庫県告示第736号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

その関係図書は、北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

  令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

指 定 番 号 
指定年月日 

(令和年月日) 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

第R06北播位置 

0001号 
６.７.18 小野市神明町字坂ノ上304番１ 4.05～4.80 34.90 

 
 

公 告 

 

   入札公告 

 ひょうごｅ－県民システム広告掲載業務に係る一般競争入札を次のとおり実施する。 

  令和６年７月30日 

                       契約担当者 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 調達内容 

 (1) 業務件名 

ひょうごｅ－県民システム広告掲載業務 

 (2) 仕様等 

ひょうごｅ－県民システム広告掲載業務に関する仕様書のとおり 

 (3) 履行期間 

契約締結の日から令和７年３月31日まで 

 (4) 履行場所 

兵庫県（以下「県」という。）が指示する場所 

 (5) 入札方法 

上記(1)について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額をもっ 

て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか   

を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

  本件入札に参加できる資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たし、契約担当者による一般競争入札

参加資格の確認を受けた者であること。 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、県の物品関係入札参加資格（登録）者名簿に登録されている者又は登   

 録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による 

 資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「入 

 札参加申込書」という。）の提出期限日及び当該入札の日において受けていない者であること。 
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 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225 

 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 入札参加申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒650－8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企画部計画課 諸岡、鈴木 

電話（078）362－4263（直通） 

 (2) 入札参加申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

令和６年７月30日（火）から同年８月13日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前10時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札・開札の日時及び場所 

令和６年８月21日（水）午前10時 兵庫県庁第２号館Ｂ１Ｆ会議室（のじぎくＡ） 

 (4) 入札書の提出期限 

上記(3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵便又は民間事業者による 

  信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条 

  第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、入札書を 

封筒に入れて密封の上、封皮に「業務件名」、「入札」・「入札辞退届」の区別を記入し、令和６年８月20日 

（火）午後４時までに上記(1)の場所に必着すること。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

入札保証金の納入を求める場合、入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額（以下「契 

  約予定総額」という。）の100分の５以上の額を、令和６年８月19日（月）の午後４時までに納入しなけれ 

  ばならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保  

  険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

   保険期間は本件入札の参加申込後で、令和６年８月19日（月）以前の任意の日を開始日とし、同年８月 

27日（火）以降を終了日とすること。入札保証保険証書の保険金額が契約予定総額の100分の５未満である 

ときは、当該入札は無効となる。 

 (3) 契約保証金 

契約予定総額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、 

  保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に 

  代えて提出すること。ただし、財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）第100条に該当する場合は免除する。 

 (4) 入札者に求められる義務 

 ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書を上記３(2)で定める期間内に上記３(1)で定める場

所に提出すること。 

 イ 入札に参加する者は、入札・開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関   

  し、説明を求められた場合はそれに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

 ア 入札書は所定の日時及び場所に到達していること。 

 イ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

 ウ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入 

  札でないこと。 

 エ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

 オ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。 

 カ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

 キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

 ク 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ 
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    に違反し無効となった者以外の者 

 (6) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格がない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった 

  者のした入札、入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違 

  反した入札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した役務を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定 

  に基づいて作成された予定価格以上であって最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 (9) その他 

   詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

 

都市計画法施行規則第12条に基づく都市計画の図書の縦覧 

  都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規定により、次の都市計画の決定に係る図書の写しの送

付を受けたので、同条第２項の規定により、当該図書の写しを兵庫県まちづくり部都市計画課において縦覧に

供する。 

令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

市町の名称 都市計画の種類 都市計画の名称 

神 戸 市 

加 西 市 

同 市 

神戸国際港都建設計画地区計画 

東播都市計画地区計画 

東播都市計画地区計画 

王子公園地区地区計画 

殿原地区地区計画 

サスティナブルタウン九会地区地区計画 

 

 

都市計画法施行規則第12条に基づく都市計画の図書の縦覧 

  都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次の都

市計画の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の

規定により、当該図書の写しを兵庫県まちづくり部都市計画課において縦覧に供する。 

令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

市町の名称 都市計画の種類 都市計画の名称 

神 戸 市 

同 市 

三 田 市 

加 西 市 

同 市 

同 市 

同 市 

神戸国際港都建設計画駐車場 

神戸国際港都建設計画公園 

阪神間都市計画生産緑地地区 

東播都市計画下水道 

東播都市計画地区計画 

東播都市計画地区計画 

東播都市計画地区計画 

第28号王子駐車場 

5.5.1号王子公園 

三田－５生産緑地地区ほか３地区 

加西市公共下水道 

西笠原町地区地区計画 

加西インター産業団地第１期地区地区計画 

鶉野上町産業集積地区地区計画 

 

 

   大規模小売店舗の新設に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の規定により、次のとおり

大規模小売店舗の新設の届出があった。 

 ついては、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 
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 なお、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対し、

意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和６年７月30日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 （仮称）V・drug大塩店 

    所在地 姫路市大塩町宮前４番地 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称           住所                  代表者の氏名 

株式会社トーホー     神戸市東灘区向洋町西五丁目９番     古 賀 裕 之 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称           住所                  代表者の氏名 

中部薬品株式会社     岐阜県多治見市高根町四丁目29番地   高 巢 基 彦     

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  令和７年３月１日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

1,325平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

 (1) 駐車場の位置及び収容台数（位置については縦覧に供する関係図書に示すとおり。） 

52台 

 (2) 駐輪場の位置及び収容台数（位置については縦覧に供する関係図書に示すとおり。） 

38台 

 (3) 荷さばき施設の位置及び面積（位置については縦覧に供する関係図書に示すとおり。） 

98平方メートル 

 (4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量（位置については縦覧に供する関係図書に示すとおり。） 

15.39立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

 (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

午前９時から午後９時45分まで 

 (2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

午前８時30分から午後10時まで 

 (3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置（位置については縦覧に供する関係図書に示すとおり。） 

  出入口２箇所 

 (4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

  午前６時から午後10時まで 

８ 届出年月日 

  令和６年６月28日 

９ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県まちづくり部都市計画課及び中播磨センター姫路土木事務所まちづくり建築第１課 

(2) 縦覧期間 

  令和６年７月30日から４月間 

10 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限  

令和６年12月２日 

(2) 提出先 

兵庫県まちづくり部都市計画課 

   〒650－8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 
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   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により、次のとおり

大規模小売店舗の変更の届出があった。 

 ついては、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 なお、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域の

生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対

し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和６年７月30日 

                 兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 あまがさきキューズモール 

所在地 尼崎市潮江一丁目３―１、２―３ 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称             住所                  代表者の氏名 

三井住友信託銀行株式会社   東京都千代田区丸の内一丁目４番１号   大 山 一 也 

３ 変更事項 

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 (1) 変更前 

名称             住所                 代表者の氏名 

株式会社玉光堂        東京都墨田区石原三丁目２―３     鈴 木 伸 也 

               両国鈴木ビル 

 株式会社アルカス       神戸市中央区港島中町６―８―１    内 山 誠 一 

   インターナショナル      ワールド本社ビル 

   株式会社ビーエムトラスト   大阪市中央区南久宝寺町４―６―10   櫻 井 裕 治 

                  ファーストビル８Ｆ 

  外73者 

 (2) 変更後 

名称             住所                 代表者の氏名 

尾家産業株式会社       大阪市北区豊崎６―11―27       尾 家 健太郎 

 株式会社アルカス       神戸市中央区港島中町６―８―１    阪 本 敏 之 

   インターナショナル      ワールド本社ビル  

  株式会社オズファースト    大阪市中央区南久宝寺町４―６―10   青 山   正 

                 ファーストビル６階 

   外66者 

４ 変更年月日 

令和６年４月25日ほか 

５ 届出年月日 

  令和６年６月20日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県まちづくり部都市計画課及び阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり建築課 

(2) 縦覧期間 

  令和６年７月30日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

令和６年12月２日 

(2) 提出先 

兵庫県まちづくり部都市計画課 

   〒650－8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 
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   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により、次のとおり

大規模小売店舗の変更の届出があった。 

 ついては、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 なお、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域の

生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対

し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和６年７月30日 

                 兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 スーパービバホーム伊丹店 

所在地 伊丹市鴻池一丁目304番２ 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称            住所                  代表者の氏名 

みずほ信託銀行株式会社   東京都千代田区丸の内一丁目３番３号   笹 田 賢 一 

３ 変更事項 

  大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 (1) 変更前 

名称            住所                  代表者の氏名 

みずほ信託銀行株式会社   東京都千代田区丸の内一丁目３番３号   梅 田   圭 

 (2) 変更後 

名称            住所                  代表者の氏名 

みずほ信託銀行株式会社   東京都千代田区丸の内一丁目３番３号   笹 田 賢 一 

４ 変更年月日 

令和６年４月１日 

５ 届出年月日 

  令和６年７月５日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県まちづくり部都市計画課及び阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり建築課 

(2) 縦覧期間 

  令和６年７月30日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

令和６年12月２日 

(2) 提出先 

兵庫県まちづくり部都市計画課 

   〒650－8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

 

   落札者等の公示 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

  令和６年７月30日 

契約担当者            

兵庫県知事  齋 藤 元 彦 

１ 落札に係る物品の名称及び数量 

  県立特別支援学校小型スクールバス（観光型リフトなし）６台の購入 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県出納局物品管理課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年７月８日 
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４ 落札者の名称及び住所 

  三菱ふそうトラック・バス株式会社近畿ふそう神戸支店 神戸市東灘区向洋町東２丁目２―１ 

５ 落札金額 

  57,583,152円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  令和６年５月28日 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和６年７月30日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  赤穂市北野中字瓦師168番 

  同 市北野中字上長田231番、234番１、278番２、279番１、287番２ 

  同 市北野中字下長田306番２、306番４ 

  同 市北野中字新田449番１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

  神奈川県横浜市磯子区栗木３丁目24番５号 

井 上 卓 也 

姫路市青山４丁目23番５号 

鳥 本 正 克 

３ 許可年月日及び許可番号 

  令和６年５月７日 

   兵庫県指令中播（姫土）（建）第１－１号（６赤穂） 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和６年７月30日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  （第１工区） 

たつの市龍野町中井字木ノ元599番６の一部、599番７の一部、599番９の一部、599番10の一部、624番３、

625番２、627番２、628番２、650番１ 

同  市同 町中井字鎌鼻880番８、880番11、880番13 

同  市同 町中井字池ノ下943番４、943番15、943番16、943番20、1001番１、1055番１、1055番２、1055

番４、1055番７、1056番 

同  市同 町中井字亀谷1113番３の一部、1113番15の一部 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

  たつの市龍野町中井338番地 

日本ジャイアントタイヤ株式会社 代表取締役 アルフィア・ノジャ・ペランギナンギン 

３ 許可年月日及び許可番号 

  令和６年６月13日 

   兵庫県指令中播（姫土）（建）第１－33－２号（４たつの） 
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病 院 局 公 告 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和６年７月30日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗 

１ 調達内容 

 (1) 購入物品及び数量 血管連続撮影装置 一式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   令和７年３月31日（月） 

 (4) 納入場所 

兵庫県立尼崎総合医療センター 

（尼崎市東難波町２―17―77） 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒650－8567 神戸市中央区下山手通５―10―１ 

兵庫県病院局経営課業務班 

電話（078）341－7711 内線3450 

E-mail:Daisuke_Abe@pref.hyogo.lg.jp 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

令和６年７月30日（火）から同年８月16日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日（兵庫県の休日を定め

る条例（平成元年兵庫県条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日）を除く。）の午前９時から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 申込書の受付期間 

上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

令和６年９月９日（月）午前９時30分 場所は入札説明書に明示する。 
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 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、令和６年

９月６日（金）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の110）の100分の５以上の額の入札保証金を令和６年９月５日

（木）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証

保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を令和６年８月

16日（金）午後４時までに上記３(1)の場所に提出すること。 

   イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日まで

あること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと

等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成
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14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。      

 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.SUGIMURA, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Angiography system, 1set 

 (3) Delivery period: 

Mar.31, 2025 

 (4) Delivery place: 

Hyogo prefectural Amagasaki General Medical Center 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 Aug.16, 2024 

 (6) Deadline for tender: 

    17:00 Sep.6, 2024 by mail  

      9:30 Sep.9, 2024 by direct delivery  

 (7) Contact point for the notice: 

Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,  

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567 
TEL (078)341-7711 extension 3450 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和６年７月30日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗 

１ 調達内容 

 (1) 購入物品及び数量 磁気共鳴画像診断装置 一式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   令和７年３月31日（月） 

 (4) 納入場所 

兵庫県立尼崎総合医療センター 

（尼崎市東難波町２―17―77） 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調
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達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒650－8567 神戸市中央区下山手通５―10―１ 

兵庫県病院局経営課業務班 

電話（078）341－7711 内線3450 

E-mail:Daisuke_Abe@pref.hyogo.lg.jp 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

令和６年７月30日（火）から同年８月16日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日（兵庫県の休日を定め

る条例（平成元年兵庫県条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日）を除く。）の午前９時から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 申込書の受付期間 

上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

令和６年９月９日（月）午前９時40分 場所は入札説明書に明示する。 

 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、令和６年

９月６日（金）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の110）の100分の５以上の額の入札保証金を令和６年９月５日

（木）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証

保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を令和６年８月

16日（金）午後４時までに上記３(1)の場所に提出すること。 

   イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日まで

あること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 
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エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと

等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。      

 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.SUGIMURA, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

MRI system, 1set 

 (3) Delivery period: 

Mar.31, 2025 

 (4) Delivery place: 

Hyogo prefectural Amagasaki General Medical Center 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 Aug.16, 2024 

 (6) Deadline for tender: 

    17:00 Sep.6, 2024 by mail  

      9:40 Sep.9, 2024 by direct delivery  

 (7) Contact point for the notice: 

Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,  

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567 
TEL (078)341-7711 extension 3450 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和６年７月30日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗 

１ 調達内容 
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 (1) 購入物品及び数量 電子内視鏡システム 三式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   令和７年３月31日（月） 

 (4) 納入場所 

兵庫県立尼崎総合医療センター 

（尼崎市東難波町２―17―77） 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒650－8567 神戸市中央区下山手通５―10―１ 

兵庫県病院局経営課業務班 

電話（078）341－7711 内線3450 

E-mail:Daisuke_Abe@pref.hyogo.lg.jp 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

令和６年７月30日（火）から同年８月16日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日（兵庫県の休日を定め

る条例（平成元年兵庫県条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日）を除く。）の午前９時から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 申込書の受付期間 

上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

令和６年９月９日（月）午前９時50分 場所は入札説明書に明示する。 

 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、令和６年

９月６日（金）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 
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 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の110）の100分の５以上の額の入札保証金を令和６年９月５日

（木）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証

保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を令和６年８月

16日（金）午後４時までに上記３(1)の場所に提出すること。 

   イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日まで

あること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと

等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。      

 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.SUGIMURA, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 



令和６年７月30日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 536 号 

20 

Endoscope system,3set 

 (3) Delivery period: 

Mar.31, 2025 

 (4) Delivery place: 

Hyogo prefectural Amagasaki General Medical Center 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 Aug.16, 2024 

 (6) Deadline for tender: 

    17:00 Sep.6, 2024 by mail  

      9:50 Sep.9, 2024 by direct delivery  

 (7) Contact point for the notice: 

Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,  

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567 
TEL (078)341-7711 extension 3450 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和６年７月30日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗 

１ 調達内容 

 (1) 購入物品及び数量 超音波診断装置 九式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   令和７年３月31日（月） 

 (4) 納入場所 

兵庫県立尼崎総合医療センター 

（尼崎市東難波町２―17―77） 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 
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 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒650－8567 神戸市中央区下山手通５―10―１ 

兵庫県病院局経営課業務班 

電話（078）341－7711 内線3450 

E-mail:Daisuke_Abe@pref.hyogo.lg.jp 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

 令和６年７月30日（火）から同年８月16日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日（兵庫県の休日を定め

る条例（平成元年兵庫県条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日）を除く。）の午前９時から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 申込書の受付期間 

上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

令和６年９月９日（月）午前10時00分 場所は入札説明書に明示する。 

 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、令和６年

９月６日（金）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の110）の100分の５以上の額の入札保証金を令和６年９月５日

（木）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証

保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を令和６年８月

16日（金）午後４時までに上記３(1)の場所に提出すること。 

   イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日まで

あること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 
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   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと

等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。      

 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.SUGIMURA, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Ultrasound imaging system,9set 

 (3) Delivery period: 

Mar.31, 2025 

 (4) Delivery place: 

Hyogo prefectural Amagasaki General Medical Center 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 Aug.16, 2024 

 (6) Deadline for tender: 

    17:00 Sep.6, 2024 by mail  

      10:00 Sep.9, 2024 by direct delivery  

 (7) Contact point for the notice: 

Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,  

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567 
TEL (078)341-7711 extension 3450 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和６年７月30日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗 

１ 調達内容 

 (1) 購入物品及び数量 全身用コンピューター断層撮影装置 一式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   令和７年１月31日（金） 

 (4) 納入場所 

兵庫県立丹波医療センター 

（丹波市氷上町石生2002―７） 
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 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒650－8567 神戸市中央区下山手通５―10―１ 

兵庫県病院局経営課業務班 

電話（078）341－7711 内線3450 

E-mail:Daisuke_Abe@pref.hyogo.lg.jp 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

 令和６年７月30日（火）から同年８月16日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日（兵庫県の休日を定め

る条例（平成元年兵庫県条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日）を除く。）の午前９時から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 申込書の受付期間 

上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

令和６年９月９日（月）午前10時10分 場所は入札説明書に明示する。 

 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、令和６年

９月６日（金）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の110）の100分の５以上の額の入札保証金を令和６年９月５日

（木）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証

保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 
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 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を令和６年８月

16日（金）午後４時までに上記３(1)の場所に提出すること。 

   イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日まで

あること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと

等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。      

 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.SUGIMURA, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Computed tomography system,1set 

 (3) Delivery period: 

Jan.31, 2025 

 (4) Delivery place: 

Hyogo prefectural Tamba Medical Center 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 Aug.16, 2024 

 (6) Deadline for tender: 
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    17:00 Sep.6, 2024 by mail  

      10:10 Sep.9, 2024 by direct delivery  

 (7) Contact point for the notice: 

Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,  

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567 
TEL (078)341-7711 extension 3450 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和６年７月30日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗 

１ 調達内容 

 (1) 購入物品及び数量 薬剤部門システム 一式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   令和７年３月31日（月） 

 (4) 納入場所 

兵庫県立こども病院 

（神戸市中央区港島南町１―６―７） 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒650－8567 神戸市中央区下山手通５―10―１ 

兵庫県病院局経営課業務班 

電話（078）341－7711 内線3450 

E-mail:Daisuke_Abe@pref.hyogo.lg.jp 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

 令和６年７月30日（火）から同年８月16日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日（兵庫県の休日を定め

る条例（平成元年兵庫県条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日）を除く。）の午前９時から午後４
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時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 申込書の受付期間 

上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

令和６年９月９日（月）午前10時20分 場所は入札説明書に明示する。 

 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、令和６年

９月６日（金）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の110）の100分の５以上の額の入札保証金を令和６年９月５日

（木）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証

保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を令和６年８月

16日（金）午後４時までに上記３(1)の場所に提出すること。 

   イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日まで

あること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと

等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入
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札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。      

 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.SUGIMURA, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Pharmacy system, 1set 

 (3) Delivery period: 

Mar.31, 2025 

 (4) Delivery place: 

Hyogo prefectural Kobe children’s hospital 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 Aug.16, 2024 

 (6) Deadline for tender: 

    17:00 Sep.6, 2024 by mail  

      10:20 Sep.9, 2024 by direct delivery  

 (7) Contact point for the notice: 

Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,  

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567 
TEL (078)341-7711 extension 3450 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和６年７月30日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県立西宮病院長 野 口 眞三郎 

１ 調達内容 

 (1) 購入物品及び数量 遠隔操作型内視鏡下手術支援システム 一式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   令和６年11月29日（金） 

 (4) 納入場所 

兵庫県立西宮病院 

（西宮市六湛寺町13番９号） 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
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に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒662－0918 兵庫県西宮市六湛寺町13番９号 

兵庫県立西宮病院総務部経理課 

電話 0798－34－5151（代）内線3208 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

令和６年７月30日（火）から同年８月16日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日（兵庫県の休日を定め

る条例（平成元年兵庫県条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日）を除く。）の午前９時から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 申込書の受付期間 

上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

令和６年９月９日（月）午前９時15分 場所は入札説明書に明示する。 

 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、令和６年

９月６日（金）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の110）の100分の５以上の額の入札保証金を令和６年９月５日

（木）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証

保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を令和６年８月

16日（金）午後４時までに上記３(1)の場所に提出すること。 

   イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 
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イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日まで

あること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと

等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。      

 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.noguchi, Director of Hyogo Prefectural Nishinomiya Hospital 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Surgery support robot system,1set 

 (3) Delivery period: 

Nov.29, 2024 

 (4) Delivery place: 

Hyogo Prefectural Nishinomiya Hospital 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 Aug.16, 2024 

 (6) Deadline for tender: 

    17:00 Sep.6, 2024 by mail  

      9:15 Sep.9, 2024 by direct delivery  

 (7) Contact point for the notice: 

Accounting Division, Hyogo Prefectural Nishinomiya Hospital 

13-9, Rokutanji-cho, Nishinomiya-City, Hyogo Prefecture 662-0918 

TEL (0798) 34-5151 extension 3208 

 

兵庫県立西宮病院患者給食業務委託に係るプロポーザルの実施 

兵庫県立西宮病院における患者給食業務委託業者をプロポーザル方式により募集する。 
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令和６年７月30日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県立西宮病院長 野口 眞三郎 

１ プロポーザルの概要 

(1) 名称 

兵庫県立西宮病院患者給食業務委託に係るプロポーザル 

(2) 募集要項 

別途配布する「兵庫県立西宮病院患者給食業務委託業者募集要項」（以下「募集要項」という。）による。 

(3) 契約期間 

令和７年４月１日から令和８年３月31日までとする。 

なお、令和８年３月31日までの業務履行状況を確認した上で、適正に業務が履行されている場合におい

ては、その翌日において更に１年間同一の条件でこの契約を更新するものとし、その後、令和10年３月31

日までの間は毎年同様に更新できるものとする。 

(4) 履行場所 

兵庫県立西宮病院  兵庫県西宮市六湛寺町13番９号 

※令和８年度途中より兵庫県立西宮総合医療センター（仮称）移行予定（兵庫県西宮市津門大塚町１） 

２ 参加資格 

次の要件を全て満たす事業者に限り、参加することができる。 

 (1) 日本国内の一般病床数300床以上の病院において、過去５年間以上、給食業務の受託実績があること。 

 (2) 病院の給食調理業務の受託に関し、各種法令に基づく許可、認可、資格免許等を必要とする場合におい 

て、これを受けていること。 

 (3) 一般財団法人医療サービス振興会の医療関連サービスマーク認定事業者（患者等給食）であること。 

 (4) 兵庫県の物品関係入札参加資格（登録）者名簿に登録されている事業者であること。 

 (5) 欠格要件に該当しない者 

    法人及びその代表者が次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。 

  ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号)第167条の４の規定に基づく兵庫県の入札参加資格制限基準 

による資格制限を受けている者 

イ 本公告の日から企画提案書等提出書類の受付期間の末日までの間において、兵庫県の指名停止基準に 

基づく指名停止を受けている者 

ウ 兵庫県暴力団排除条例（平成22年条例第35号）第２条第１項第１号に規定する暴力団又は同項第３号 

に規定する暴力団員に該当する者 

兵庫県暴力団排除条例施行規則（平成23年公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴力団及び

暴力団員と密接な関係を有する者に該当する者 

エ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 

オ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条第１項に規定   

する観察処分を受けた団体に該当する者 

  カ 役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者がいる団体 

   (ｱ) 成年被後見人又は被保佐人 

   (ｲ) 破産者で復権を得ない者 

   (ｳ) 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日 

から２年を経過しない者 

   (ｴ) 暴力団の構成員等 

３ 参加手続 

(1) 事務局 

兵庫県立西宮病院総務部経理課 

〒662－0918 兵庫県西宮市六湛寺町13番９号 

    電話 0798－34－5151（代）内線3208 

      ＦＡＸ 0798－23－4594 

 (2) 募集要項の配布 
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ア  配布方法 

募集要項は、事務局において配布する。 

   イ 配布期間 

令和６年７月30日（火）から同年８月13日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時

から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(3) 参加申込 

ア 提出方法 

所定の様式により、事務局へ持参または郵送とする。 

イ 受付期間  

令和６年８月５日（月）から同月21日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から

午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は令和６年８月21日（水）必着とする。 

ゥ 提出場所  

上記(1)に同じ。 

(4) プロポーザルにかかる質問及び回答 

ア 質問方法  

所定の様式により、参加者が事務局へ電子メール、持参または郵送とする。 

  イ 受付期間 

   令和６年８月８日（木）から同月14日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から

午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は令和６年８月14日（水）必着とする。 

ウ 回答 

令和６年８月15日（木）から同月20日（火）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く。）の間に、上記(1)に記載の場所において閲覧方式により行うほ

か、参加申込書を提出した者全員に対して電子メールもしくはＦＡＸにより回答する。 

(5) 企画提案書等の提出 

ア 提出方法 

所定の様式により、事務局へ持参または郵送とする。 

イ  受付期間  

令和６年８月26日（月）から同年９月６日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午

後４時まで（正午から午後１時までを除く。）に持参することとし、郵送の場合は、令和６年９月６日（金）

必着とする。 

ウ 提出場所 

上記(1)に同じ。 

(6) プレゼンテーション 

ア 企画提案書を提出した者に対し、提出した企画提案内容についてプレゼンテーションを求める。 

イ プレゼンテーションの日時、場所等については、参加者に対し別途連絡する。 

４ 当選者の選考及び通知の方法 

(1) 選考方法 

当選者の選考は、「兵庫県立西宮病院患者給食業務委託業者選定委員会」（以下「委員会」という。）にお

いて行う。 

(2) 決定方法 

委員会の選考結果に基づき、当選者及び次点者を決定する。 

(3) 選考結果の通知 

当選者及び次点者の名称は、参加者全員に対して文書で通知する。 

(4) 当選後の取扱い 

当選者は、「兵庫県立西宮病院患者給食業務委託契約」の契約予定者となる。 

(5) 失格事項 

次のいずれかに該当した者は失格とする。 

ア 期限までに提案書を提出しなかった者 

イ 正当な理由なくプレゼンテーションの実施時間に遅れた者 

５ その他 
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(1) 書類作成において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 留意事項 

ア  提出書類の著作権は、参加者に帰属する。 

イ  提出書類は非公開とする。 

ウ  提出書類に記載された個人情報は、事業者の選定のための評価・手続きに使用すること以外に、参加

者の承諾を得ずに利用しないものとする。 

エ  提出書類は返却しない。 

オ  提出書類について、募集要項に定める様式に適合しない場合は、応募を無効とすることがある。 

カ  提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出された提案は無効とするとともに、虚偽の記載をした者に

対して、指名停止の措置を行うことがある。 

キ  原則として、書類提出後の記載内容の変更は認めないものとする。ただし、誤字・脱字等軽微な修正

は、この限りではない。 

(3) 費用負担 

本プロポーザルの参加に要する費用は、参加者の負担とする。 

(4) その他 

詳細は、募集要項による。 

 

   随意契約の相手方等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の随意契約の相手方等について、次のとおり公示

する。 

    令和６年７月30日 

                            兵庫県病院事業 契約担当者 

                              兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗 

１  随意契約に係る物品等の名称及び数量 

    兵庫県災害医療センター総合医療情報システム 一式 

２ 契約に関する事務を担当する課又は県立病院の名称及び所在地 

    病院局経営課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日  

  令和６年６月５日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

    富士通Japan株式会社 神戸市中央区磯上通７丁目１番５号 

５ 随意契約に係る金額 

  188,729,805円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約をした理由 

  政府調達に関する協定第13条第１項(b)による。 
 

選挙管理委員会告示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第34号 

 公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４項第２号並びに地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）第106条、第114条、第117条及び第184条において準用する公職選挙法施行令第55条第２項及び

第４項第２号（最高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭和23年政令第122号）第13条において衆議院小選挙区選

出議員の選挙の投票の例による場合を含む。）の規定により、不在者投票のできる施設を指定したので、平成13

年兵庫県選挙管理委員会告示第27号（不在者投票のできる施設の指定）の一部を次のように改正する。 

  令和６年７月30日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 永 田 秀 一 
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１ 老人ホームの表神戸市の項中 

「 

 サービス付き高齢者向け住宅 うめの宿り 同 市東灘区深江本町４丁目４―17 

」 

を 

「 

 サービス付き高齢者向け住宅 うめの宿り 同 市東灘区深江本町４丁目４―17 

 そんぽの家Ｓ甲南山手 同 市東灘区本庄町３丁目９―21 

」 

に、 

「 

 イリーゼ神戸六甲 同 市灘区篠原本町４丁目６－３ 

」 
を 

「 

 イリーゼ神戸六甲 同 市灘区篠原本町４丁目６－３ 

 そんぽの家Ｓ灘大石 同 市灘区新在家南町５丁目２―15 

」 

に、 

「 

 特別養護老人ホーム 雲雀丘すみれ園 同 市長田区雲雀ヶ丘１丁目１―２ 

」 
を 

「 

 特別養護老人ホーム 雲雀丘すみれ園 同 市長田区雲雀ヶ丘１丁目１―２ 

 そんぽの家Ｓ神戸新長田 同 市長田区大橋町４丁目１―10 

」 

に、 

「 

 
住宅型有料老人ホーム さんよう神戸塩屋

LUSSO 
同 市垂水区塩屋町１丁目５番19号 

」 
を 

「 

 住宅型有料老人ホーム さんよう神戸塩屋

LUSSO 
同 市垂水区塩屋町１丁目５番19号 

 そんぽの家Ｓ神戸東垂水 同 市垂水区山手１丁目３―21 

」 

に、表三田市の項中 

「 

 特別養護老人ホーム サンサリテ三田 同 市中町16―３ 

」 
を 
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「 

 特別養護老人ホーム サンサリテ三田 同 市中町16―３ 

 よつ葉ホーム三田 同 市南が丘２丁目14―23 

」 

に改める。 
 

教 育 委 員 会 告 示 

 

兵庫県教育委員会告示第10号 

博物館法（昭和26年法律第285号）第11条の規定により、次のとおり博物館を登録した。 

  令和６年７月30日 

兵庫県教育委員会       

教育長 藤 原 俊 平 

 登 録 年 月 日 令和６年７月11日 

 登 録 番 号 第12号 

 設 置 者 の 名 称  

及 び 住 所 

兵庫県 

神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

名           称 兵庫県立歴史博物館 

  所 在 地 姫路市本町68番地 

備           考 種別 歴史博物館 

 
 

警 察 本 部 公 告 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

令和６年７月30日 

契約担当者              

兵庫県警察本部長 村 井 紀 之  

１ 落札に係る物品等又は役務の名称 

ＯＡシステム等一式賃貸借 
２ 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地 

兵庫県警察本部会計課 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年７月17日 

４ 落札者の名称及び住所 

株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 落札金額 

3,398,670円（月額） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  令和６年６月７日 


